
●受講料● １名〈税・昼食・資料代含む〉 

正会員 41,040 円 本体価格 38,000 円 

一 般 45,360 円 本体価格 42,000 円 

●申込書に所定事項ご記入の上、下記担当者あてに FAX 

いただくか、当会ホームページからお申し込みください。 

後日（開催日１週間～１０日前までに）受講票・請求書を

お送り致します。 

●申込書をＦＡＸにてご送信いただく際は、ＦＡＸ番号を

お間違えないようご注意下さい。 

●よくあるご質問（FAQ）については当会ホームページ

でご確認いただけます。 

〔ＴＯＰ〕→〔公開セミナー〕→〔よくあるご質問〕 

●お申込み後のキャンセルは原則としてお受けいたしか

ねますので、お申込者がご出席できない場合には、代理の

方のご出席をお願い申し上げます。 

●最少催行人数に満たない場合は、中止とさせていただく

こともありますので、ご了承下さい。 

 

一般社団法人企業研究会  
担当：福田  E-mail: fukuda@bri.or.jp 
〒102-0083  

東京都千代田区麹町 5-7-2 麹町 M－SQUARE 2F 

TEL 03-5215-3512   FAX 03-5215-0951 

 

 

共同研究開発における 
トラブル対策と契約書作成の実務 
現場で生じるトラブル（業務・責任分担、成果物の帰属、情報管理等）と対応例、関連法令の最新動向 

 

●日 時●   ２０１6 年 2 月 15 日（月） １０：００～１６：３０ 

●会 場●   企業研究会セミナールーム（東京・麹町） TEL：03-5215-3512 

●講 師●   中田・松村法律事務所   弁護士・弁理士 松村 幸生 氏 

 

 
 
 
 
 

◆ 開催にあたって                                             
      

 

 

 

 

 

 

 

≪詳細は裏面をご覧ください≫ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経  歴】 早稲田大学法学部卒業。平成５年弁護士登録。平成１１年弁理士登録。民事商事事件の他、労
働関係事件、国際的な損害保険（船舶・航空）事件、知的財産権事件などを専門的に手がける。 

【著作・論稿】 「労働と税務の法務基礎」（産能大学・共著）、「名誉毀損の法律相談」（青林書院・共著）、 
「最新営業秘密管理マニュアル＆契約書作成の手引」(日本法令)等 

  

近年多くの企業では研究開発を効率的に推進するために、共同研究開発を実施するケースが増え
ています。共同研究開発を円滑に進めるためには、相手方との間で発生しやすいトラブルを事前に
双方で確認することが求められます。特に共同研究開発契約には「情報性」、「利害対立性」、「不確
実・発展性」という性質があり、これらを踏まえて契約書を作成することが必要不可欠です。 

そこで本セミナーでは、はじめに共同研究開発契約の法的性質やその構造など契約に関する基本
を押えます。さらには、契約書の文例を用いた各種トラブルへの対策、契約書作成の具体的手法、
「別紙」「別表」「覚書」による恒常的なフォローのポイントを分かりやすく解説します。最後に、
最近の共同研究開発契約で生じている諸問題や法改正についても言及します。 

一般社団法人企業研究会 セミナー事務局宛 F A X  0 3 - 5 2 1 5 - 0 9 5 1  

＊当会ホームページ（https://www.bri.or.jp）からもお申込みいただけます。 

1 5 1 7 8 7 - 1 0 0 3 （※ ）   2 0 1 6 . 2 . 1 5   

申込書 共同研究開発におけるトラブル対策と契約書作成の実務 

会社名 
フリガナ 

住 所 
〒 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

ご氏名 
フリガナ 所 属 

役 職 

 

Ｅ-mail 

ご氏名 
フリガナ 所 属 

役 職 

 

Ｅ-mail 

＊お客様の個人情報は、本研究会に関する確認・連絡、および当会主催のご案内をお送りする際に 

利用させて頂きます。 

 



共同研究開発におけるトラブル対策と契約書作成の実務   
 

● プ ロ グ ラ ム ●  

 

１０：００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２：００  

 
昼食休憩 
 

１３：００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６：３０ 

１．共同開発契約・委託研究契約          
 （１）目的 

（２）契約としての機能 

 

２．共同開発契約・委託研究契約の全体像  ～どのような条項によって組み立てられているか 
 （１）共同研究開発・委託研究契約のアウトライン 

       開発対象の特定／役割分担／費用分担／情報コミュニケーション／成果物の評価と帰属 

成果物の利用と分配／秘密保持と情報管理 

（２）産学協同と関連する課題 

 

３．共同研究・開発契約の成立をめぐる問題 

      

      

（１）契約書の位置付け 

（２）契約はいつ成立するか 

 

４．業務・責任分担に関する問題 ～成果物と責任リスクの分担をどのように定めるか 

開発の目標と業務分担規定の関係/成果達成の責任の有無 

５．成果物の帰属をめぐる問題  

 

 

（１）成果物の種類と性質 

（２）発明と著作・・帰属についての法原則 

（３）成果物の帰属はどのように定めるか 

 

（４）発明者は誰なのか 

発明者の認定/職務発明規定との関係 

（５）成果物の権利帰属に関わる問題 

権利関係の調整/不実施保証をどう考えるか 

６．共同開発契約・委託研究契約の秘密情報の問題Ⅰ 
 （１）秘密保護のための法的ルールのアウトライン（不正競争防止法の全体構造） 

（２）法律はどのような保護手段を用意しているか 

（３）法律の保護を受けるための資格  ～判例とガイドラインから探る「秘密管理性」のレベル 

どこまで情報管理努力をすべきか 

７．共同開発契約・委託研究契約の秘密情報の問題Ⅱ 
 （１）秘密保護のための契約書・誓約書 

（２）共同開発契約の秘密保持契約と条項 ～秘密保持のためには、どのような条項が必要か 

実際の秘密保護契約・誓約書の文例による実践的検討 

８．情報管理と責任のトラブル 
 （１）パートナーに対する管理責任の基準 

（２）第三者への業務委託をめぐるトラブル  

・アウトソーシング先からの秘密情報等の流出・漏洩 

・管理の基準とレベルはどのようなものか 

 

９．共同研究開発の中止・中断時の問題 

（１）事前と事後の対応 

（２）帰属・整理規程を盛り込むこと 

（３）中止・中断に過失ある当事者の責任とその処理 

（４）具体的な文例の検討 

10．最近の諸問題・法改正から考える共同研究開発契約 

 

※講師とご同業の方は受講をお受けしかねる場合がございます。予めご了承ください。 


